
２０２３年１０月３１日 令和 5 年度ミニデイ型・運動型通所サービス研修会

「事例紹介 ①通所サービス事業者として（ミニデイ型・運動型） 」

オアシス在宅療養支援センター センター長 馬場 隆幸

いきいき元気プログラム事業者研修会

（年２回開催。今年2月からWeb開催もスタート。）

☆☆総合事業の対象者だけでなく、中・重度の方の
リハビリプログラムとしても活用できます。

☆☆通所介護計画や、個別機能訓練計画の
ご本人の「目標」の設定にも参考になります。





「なごや介護予防・認知症予防プログラム」

「いきいき元気プログラム」が、

地域の方々の「介護予防」から

「地域での活躍」への

架け橋となることを願います。

通所サービスが地域のハブ（拠点）になるチャンス！



まるはっちゅ～ぶ【名古屋市】ミニデイ型・運動型通所サービスのご紹介 https://www.youtube.com/watch?v=HdurOfUt-24
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課題：

通所サービス事業者は、総合事業に参入するために

よく考えて 目的別、対象者別 に

運営（人員、場所、場面）の工夫をしないと、

要支援、事業対象者、一般高齢者
の方との「かかわり」が持てなくなっている。



逆に、このことは介護保険による通所サービス事業者以外の

高齢者の健康増進や健康管理にかかわる事業の方に

とっては、工夫次第でかかわりが持てるチャンス‼️

一般
要介護 、要支援 、事業対象者、 高齢者



＜厚生労働省「介護給付費等実態統
計月報」（2023年1月審査分）、総務
省「人口推計月報」（2023年1月確定
値）を元に作成＞

出典：公益財団法人 生命保険文化セン
ターホームページより
https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/
1118.html

介護予防が有効と言われる
７５歳未満については、
全体の１０%にも満たない。



介護サービス →  通所に来て欲しい「要介護」の利用者さんと
事業者の方 出会うためには、「要介護」化してからの

出会いのタイミングを待っているだけでは、
今の状況は厳しい。

シニアの健康増進や →  本業の健康増進や健康管理に関わる
健康管理を支援する 事業への対象者の誘導を図るためには、
事業の方 「健康維持」への意識を高めることが

できる「楽しく参加ができる場」を持つこと
はとても有効。



１）地域の人に予め知ってもらう、そして「デイ」のイメージを変えてもらう。

地域（近所）の「歩いて通える距離」にお住まいの方に

なるべく早い時期から、なじみの場所 として「使ってもらう」。

◎効果的かつ効率的な通所サービスの運営の工夫

特に今は、コロナで出かけられないため、予め知っておかないと閉じこもりになるばかり！！

「 ケア や リハビリ を受ける場所」 から、

「その 『場』 を活用して、自分の 『したい活動』 をしやすい場所」へ！

Image change



◎ミニデイ 、運動型でデイの楽しさ・快刺激を「体感」してもらう

◎デイを地域の方にサロンの「場」として活用してもらう

◎効果的かつ効率的な通所サービスの運営の工夫

１）地域の人に予め知ってもらう、そして「デイ」のイメージを変えてもらう。

→  私たちと地域の人との「出会いの場」へ

→ 推進会議と連動した活動になり、地域交流にもつながる

費用をかけずに宣伝活動ができて、そして地域交流にもなる。

→   ケアマネージャーに頼らない地域への告知活動へ



２）デイが「地域」の中で「役割」を担うために、制度の流れをつかむ

◎効果的かつ効率的な通所サービスの運営の工夫

→ 健康維持、介護予防に効果を出すためには？

Ｓｅｌｆ Care による Quality of life の向上

→目指すのは、できる限り自分のことは自分でできること。

◎平成30年度 医療保険・介護保険同時改定後に進む「予防改革」



平成30年度 医療保険・介護保険同時改定後の「大きな変化」

通所ｻｰﾋﾞｽの
勝負のカギ！？





厚生労働省のホームページには、

－令和２年４月より高齢
者の保健事業と介護予防
の一体的な実施に取り組ん
でいます。－

と表示され、「高齢者の保健事業と介
護予防の一体的な実施」の資料や報
告が掲示されて」います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/
hokenjigyou/index_00003.html



https://www.mhlw.go.jp/content/000946705.pdf









→ ７５歳から始めていては、予防できない！！もっと前から！！



地域包括ケアにするためには

私たちはどうするべきか？！

介護と医療が一体となって、







３年度開始された

LIFE
もこの流れによるもの。

積極的に活用すべき
ツールとなります。



https://www.kojinbango-card.go.jp/



この流れからも、介護事業者のDX化、ICT活用は必須！！

オンラインでのアプローチ方法もどんどん取り入れていかないと、

利用者が通所に参加できる機会・場面を確保できなくなります。



予防・健康づくりの推進（医療保険・介護保険における予防・健康づくりの一体的実施）②

○ 高齢者の通いの場を中心とした介護予防（ フレイル対策(運動、口腔、栄養等)を含む） と生活習慣病等の疾病予防・重症化
予防の一体的実施。

○ 通いの場の拡大、高齢者に対して生きがい・役割を付与するための運営支援、かかりつけの医療機関等との連携。

通いの場
＝介護予防

医師会等
（かかりつけ医等）

地域ぐ るみで介護・ フ レイ ル予防を一体的に実施 ⇒ 健康寿命の延伸

【 一体的に実施】

保健指導の
情報共有

受診勧奨

フレイルチェック、
保健指導等

参加

・・・
※ 多様な主体が運営
（住民組織、ＮＰＯ、民間企業等）

※ 公共施設等も活用

地域の高齢者

参加の働きかけ

受診 関係団体

連携

協力

連携
協力

市町村
（保健師、栄養士等）

参加の働きかけ
個別アプローチ

立上げ支援、定期訪問
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事業者として、ここに参加できる

「通所サービス」に成長していくことが大切!!



３）地域の「人財」の活用 と 活躍の場づくり

◎地域サロンの支援 〜地域の人との出会いの場〜

☆ 場所、設備、送迎車 の有効活用

☆ シニアボランティアの育成

◎効果的かつ効率的な通所サービスの運営の工夫

→ 実は、高齢者サロンも、介護予防・日常生活支援総合事業





健康維持 → 介護予防 → 重度化予防

ライフステージの変化を意識した

「つなげる」 ための働きかけをする役割

医療・介護の「連携」につながり、
地域包括ケア構築のハブとしての存在へ。

地域連携拠点機能
仕掛けが
重要！



〇導入においての課題

「半年で終わってしまう」

〇逆転の発想

「半年だから、目標を持って
始めることができる」

「修了（卒業）」と次の「活躍」の場が必要

しかも、継続もできるようになった！！



介護予防・日常生活支援総合事業 通所サービスの単位数比較

月基本単

位数

１回あた

り単位数

1回あたり

単価(円)

予防専門型

との差額(円)

予防専門型 1,672 418 4,464

ミニデイ型 1,417 354 3,783 -681

運動型 240 2,563 -1,901



運動型と
ミニデイの
要件の違い、
メリットは？

送迎があれ
ば、体調の
変化にも対
応できる。



運営には工夫が必要！

★時間（場面）をずらして、担当職員１名で効率的実施。

★事業単位ごとの時間差運営、または休業日（日曜）の活用。

★送迎は、通所介護、予防専門型、ミニデイ型の時間差送迎
による効率化。

★卒業後の「場」の確保。

→自費サービスで週２回目の利用枠を作っているところもあります！



◎効果的かつ効率的な通所サービスの運営の工夫

→ ご近所の方を、健康維持 →介護予防 →重度化予防 まですべて支援できる

→ 慣れ親しんだ「場」で、急な入院や療養について相談ができる

１）地域の人に予め知ってもらう、そして「デイ」のイメージを変えてもらう。

地域（近所）の「歩いて通える距離」にお住まいの方に

なるべく早い時期から、なじみの場所 として「使ってもらう」。

「 ケア や リハビリ を受ける場所」 から、

「その 『場』 を活用して、自分の 『したい活動』 をしやすい場所」へ！
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◎効果的かつ効率的な通所サービスの運営の工夫

→ ご近所の方を、健康維持 →介護予防 →重度化予防 まですべて支援できる

→ 慣れ親しんだ「場」で、急な入院や療養について相談ができる

１）地域の人に予め知ってもらう、そして「デイ」のイメージを変えてもらう。

地域（近所）の「歩いて通える距離」にお住まいの方に

なるべく早い時期から、なじみの場所 として「使ってもらう」。

→ 配偶者の看取りを行った後の支援（グリーフケア）を行う場としての活用

→ これらの活用が介護サービスのみではなく、他の分野とも連携を構築



◎効果的かつ効率的な通所サービスの運営の工夫

◎ミニデイ 、運動型でデイの楽しさ・快刺激を「体感」してもらう

◎デイを地域の方にサロンの「場」として活用してもらう

１）地域の人に予め知ってもらう、そして「デイ」のイメージを変えてもらう。

→  私たちと地域の人との「出会いの場」へ

→ 推進会議と連動した活動になり、地域交流にもつながる

費用をかけずに宣伝活動ができて、そして地域交流にもなる。

→   ケアマネージャーに頼らない地域への告知活動へ

→ Ｇood!! 遠くの福祉窓口や、ケアマネを探しに行く前に、

まず一番最初に近所の通所（デイ）に相談に来てくれます！

そのために、通所には地域のための「生活相談員」がいるのです。


